
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた世帯のうち、特に家計への影響が大きい

低所得世帯の負担軽減を図るため、住民税非課税世帯等に対して給付金を追加支給する。ついて

は、事業の円滑な実施にあたり、給付金支給に係る一連の業務を行う受託候補者を選定するため、

公募型プロポーザル方式について必要な事項を定める。 

 

２ 業務の概要 

 (１) 委託業務名 

    電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給業務 

 (２) 業務の内容 

    別紙「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給業務委託仕様書」(以下「仕様

書」という。)による。 

 (３) 委託期間 

    契約締結の日から令和６年３月３１日まで 

 (４) 提案額 

    仕様書に基づいて本業務に必要な額を適正に見込み提案すること。（消費税及び地方消費

税を含む。） 

 

３ 業務に関する基本的事項 

(１) 参加者に求める要件 

    本業務に関する十分な履行能力を判断するため、参加者は以下の要件をすべて満たすも

のとする。 

  ア 赤穂市入札参加資格者名簿に登録されていること。（登録がない場合は、別途指定する書

類を提案書類に追加添付するとともに、速やかに登録手続きを行うこと。） 

  イ 令和５年１２月１日現在、個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて公的な認

定機関により認定された管理システム(ISMS、プライバシーマーク)を有し、社内ルールや

法令順守の仕組みが整備されていること。 

  ウ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定に該当していないこ 

   と。 

  エ 過去に類似業務を完了した実績があること。 

オ 民事再生法(平成１１年法律第２２５号)、会社再生法(平成１４年法律第１５４号)の規

定による再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこと。 

  カ 赤穂市暴力団排除条例(平成２４年赤穂市条例第１１号)第２条第３号に該当しないこと。 

キ 赤穂市入札参加資格制限及び指名停止基準に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

  ク 国税及び地方税の滞納がないこと。 



 (２) 業務の包括的再委託の禁止 

    業務の包括的な再委託は認めない。なお、個別の業務の再委託については、事前に赤穂

市と協議し承認を得ること。 

 (３) 秘密保持義務 

    業務に従事している者は、業務に際して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益の

ために利用してはならない。また、本業務が終了した後においても同様とする。 

 (４) 個人情報の保護 

    個人情報を適切に管理・保護するために必要な措置を講じること。 

 

４ 企画提案書の提出 

 (１) 提出締切 

   令和５年１２月２０日(水)午後５時まで(必着) 

 (２) 提出書類(企画提案書の様式等は、日本工業規格Ａ４(一部Ａ３版資料折込使用可)) 

  ア 参加申請書(様式第１号) 

  イ 企画提案書(様式第２号) 

  ウ 見積書(様式第３号) 

  エ 経費の内訳(任意様式) 

  オ 過去の業務実績(様式第４号) 

  カ 誓約書(様式第５号) 

  キ 情報セキュリティに関する認証の写し 

 ※赤穂市が必要と認める場合は、追加資料の提出を求める場合があります。 

 (３) 提出部数 

    原本１部(上記提出書類 ア～キ) 

    副本８部(上記提出書類 イ、エ、オ) 

 (４) 提出方法 

    持参又は郵送によること。 

   （郵送の場合は書留郵便とし、期限までに到着するように発送すること。) 

 (５) 提出先 

    赤穂市 健康福祉部 社会福祉課 

     〒678-0292 赤穂市加里屋８１番地 

       電話 0791-43-6809 FAX 0791-45-3396 

            メールアドレス hogo@city.ako.lg.jp  

 (６) 質疑の受付 

    本要領に関する質疑は、文書(様式自由)によること。 

    受付期間は、公告日から令和５年１２月１５日(金)正午までに書類提出先メールアドレ

スにメールにて行うこと。 

 (７) 質疑の回答 



全ての質問及び回答については、令和５年１２月１９日(火)までに、順次、赤穂市ホー

ムページにて回答・公表する。 

 (８) その他 

ア 提案書等の変更の禁止等 

    書類提出後において、提案書等の内容を変更することはできない。また、提案書等に虚

偽の記載があった場合は、失格とする。 

  イ 重複提案の禁止 

    提案は１者につき１提案とし、複数の提案は認めない。 

  ウ ヒアリングの実施 

    赤穂市が必要と認める場合は、提案書等の提出後に提案者に対してヒアリングを実施す

ることがある。 

エ 著作権の帰属等 

    提案書等の著作権は、提案者に帰属し、赤穂市は、受託候補者の選定以外の用途には提

案者に無断で使用しない。 

オ 費用の負担等 

    提案に関する費用は、全て提案者の負担とする。また、提出された書類は返還しない。 

カ 提案の辞退 

    提案書等の提出後、提案を辞退する場合は、辞退届(様式任意)を提出すること。 

キ 資料の取扱い 

    赤穂市が提供する資料は、提案に関わる検討以外の目的で使用することを禁ずる。 

    また、この検討の目的の範囲内であっても、赤穂市の了承を得ることなく第三者に対し

て、これを使用させたり、内容を提示することを禁ずる。 

ク 本業務において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

 

５ 審査方法 

 (１) プロポーザル審査会 

    提出された提案書等についてプレゼンテーションを行い、下記６で示す審査基準に基づ

いて採点する。なお、当該審査会は、提案者が１者のみの場合であっても審査を実施する。 

プレゼンテーションに要する時間は、３０分以内（説明２０分以内、質疑応答１０分程

度）とし、提案書等の受付順で実施する。 

プレゼンテーションの出席者は３名までとする。 

    プレゼンテーションに使用する資料は、企画提案書のみとし、追加資料の配布、投影は

認めない。 

 (２) 審査結果の通知 

    審査結果は、書面により提案者全員に通知する。 

選考の過程は非公開とし、選考結果の疑義については受け付けない。 

 



６ 審査基準 

 審査における評価項目は以下のとおりとする。 

審査項目 審査事項 配点 

全体評価 
仕様書を的確に踏まえ、明確かつ具体的に提案されているか。また、

事業の目的に関する理解・知識が十分にあるか。 
３０  

実施体制 
仕様書に定められた業務を安定的かつ的確、迅速、誠実に実施する

ことができる実施体制であるか。 
３０  

業務実績 
業務実績が豊富にあるか。過去に携わった業務等が確実に達成され

ているか。 
２０  

情報管理 
情報セキュリティ等に対する高いコンプライアンス意識を保持し

ているか。 
１０  

見積価格 業務内容に対し、適正な価格であるか。 １０  

合   計 １００  

 

７ 受託候補者の決定 

  受託候補者は、以下により決定する。 

 (１) ５人で構成する審査会評価委員の採点の合計点数が、３００点以上の提案の中から高い

順に受託候補者及び次順位者(補欠)を決定する。 

 (２) 同点の場合には、再議のうえ委員の多数決により決定する。 

 

８ 契約 

 (１) 受託候補者選定後、速やかに随意契約の手続きを行う。ただし、赤穂市が必要と判断し

た場合は、企画提案の内容について協議を行うことがある。なお、契約の際には、改めて

見積書を提出すること。 

 (２) 選定された受託候補者との契約が成立しなかった場合は次順位者と協議を行い、契約相

手方を決定する。(プロポーザルへの参加者が１者の場合を除く。) 

 (３) 受託候補者が、この要領に定める事項に反した場合は、契約を締結しないことがある。 

 

９ 公募に関するスケジュール 

 募集開始(公示)   令和５年(2023) １２月１１日(月) 

 質疑受付締切    令和５年(2023) １２月１５日(水)正午まで ＊メールによる 

 質問回答      令和５年(2023) １２月１９日(火)まで     

 提案書等受付締切  令和５年(2023) １２月２０日(水)１７時まで 

 審査会       令和５年(2023) １２月２２日(金) 予定 

 結果通知      令和５年(2023) １２月２６日(火) 予定 



１０ 担当部署 

    赤穂市 健康福祉部 社会福祉課 

     〒678-0292 赤穂市加里屋８１番地 

       電話 0791-43-6809 FAX 0791-45-3396 

            メールアドレス hogo@city.ako.lg.jp  

 

 

 


